
１.（２）③ 通所リハビリテーションにおける機能訓練事業所の共生型サービス、
基準該当サービスの提供の拡充

概要
○ 障害福祉サービスとの連携を強化し、障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する自立訓練（機能訓練）

を拡充する観点から、通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練（機能訓練）又は基準該当自立訓
練（機能訓練）の提供が可能となることを踏まえ、自立訓練（機能訓練）を提供する際の人員及び設備の共有を可
能とする。【通知改正】

【通所リハビリテーション★】
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